別記様式第19号（第26条関係）
（証票の様式）
	政治活動用事務所


年　　月　　日まで有効


（候補者等）


北見市選管　第　　　　号
	
	
	

	
	
	50㎜

	
	
	
	

	
	
	

	
	70㎜
	
	
	

	
	
	
	


備考
１　本様式は候補者等に係る証票とし、後援団体に係る証票については、様式中「（候補者等）」とあるのを「（後援団体）」とする。
２　「証票番号」は、委員会が証票交付申請書を受理した順位によるものとし、候補者等用と後援団体用のそれぞれに一連番号により表示する。
